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緊急時対応体制 －東日本大震災時の招集状況と招集システムの信頼性－
ワーキングの詳細
はこちらから

（注）本資料は、ワーキングチームにおける論点及び検証結果を分かりやすく表現することを目的とし、できる限り平易な記載としています。

第21回ワーキング
（2022.7.29）で議論

発電所に影響を及ぼす大きな地震や事故
等の異常が発生した際には、一部に災害
時優先通信の指定を受けた携帯電話回線
による一斉通報システムを用いて要員の
招集をかけること、震度6弱以上の地震
の際には招集連絡がなくても発電所に参
集するよう規定していることを確認。

東日本大震災発生時、東海村では携帯電
話がなかなか繋がらなかったが、そのよ
うな事態でも災害対策本部要員を確実に
招集できる対策は検討しているのか。

○自然災害や事故等発生時の非常招集

一斉通報システムの概要• 発電所に影響を及ぼす大きな地震や事故等の異常が生じた場合、当
直中の発電長は災害対策要員等の発電所員に一斉通報システムを用
いて事象内容や緊急招集等の連絡を行う。

通報連絡要員
（当直発電長）

一斉通報装置
事故事象、緊急招集
等の音声情報

各災害対策
要員

事象内容・招集指示の
音声入力・録音

各要員の携帯電話に
同時発信・再生

• 一斉通報システムで連絡を受けた災害対策要員は、夜間・休日を問
わず発電所に参集する。要員の多くは発電所が立地する東海村内及
び近隣市在住であり、2時間以内に十分な数の要員が発電所に集ま
ることが可能。

＜一斉通報システムによる災害対策要員の招集＞
通報連絡要員（又は当直発電長）は、一斉通報装置に事故・故障の内容及

び招集情報を音声入力し、各災害対策要員に発信する。携帯電話の回線の一
部は災害時優先通信の指定を受けている。

• 一斉通報システムは携帯電話回線を利用。回線の一部は災害時優先
通信の指定を受けている。システムはバックアップ装置を備えてお
り、多重性を有している。

• 東日本大震災が発生した2011年以降、社内規程を改正し、「震度６
弱以上※の地震発生時は、招集連絡がなくても全ての災害対策要員
は発電所に参集する」旨を明文化している。

※ 東日本大震災以前から、「震度4以上」の地震発生時に、要員の一部が
発電所に参集することについては明文化済み。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/anzen/tokaidaini_wt_kekka.html

